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(57)【要約】
【課題】立体造形物の一部であるモデル部を支持するサ
ポート部の除去性を向上できる立体造形物の製造装置の
提供。
【解決手段】粒子を含む粒子層を形成する層形成手段と
、前記粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域
を固化させてモデル部を形成するモデル部形成手段と、
前記粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領
域を固化させてサポート部を形成するサポート部形成手
段と、を有し、前記サポート部形成手段が、前記モデル
部に接触する前記サポート部の表面における一の箇所と
他の箇所とにおける強度が異なるように前記サポート部
を形成する、立体造形物の製造装置である。
【選択図】図２６Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子を含む粒子層を形成する層形成手段と、
　前記粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成する
モデル部形成手段と、
　前記粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポート部を形
成するサポート部形成手段と、
　を有し、
　前記サポート部形成手段が、前記モデル部に接触する前記サポート部の表面における一
の箇所と他の箇所とにおける強度が異なるように前記サポート部を形成する、
　ことを特徴とする立体造形物の製造装置。
【請求項２】
　前記サポート部における固化した前記サポート材が、前記モデル部を溶解しない液体に
可溶である、請求項１に記載の立体造形物の製造装置。
【請求項３】
　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部に接触する前記サポート部の表面における、
　前記一の箇所が、前記モデル部における外縁近傍領域の少なくとも一部と接し、
　前記他の箇所が、前記モデル部における前記外縁近傍領域を除く領域と接するように前
記サポート部を形成する、請求項１から２に記載の立体造形物の製造装置。
【請求項４】
　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部に接触する前記サポート部の表面における、
　前記一の箇所が、前記モデル部における外縁近傍領域と接し、
　前記他の箇所が、前記モデル部における前記外縁近傍領域の内側領域と接するように前
記サポート部を形成する、請求項１から３のいずれかに記載の立体造形物の製造装置。
【請求項５】
　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部の底面に接触する前記サポート部の表面における、
　前記一の箇所が、前記モデル部における外縁近傍領域と接し、
　前記他の箇所が、前記モデル部における前記外縁近傍領域の内側領域に接するように前
記サポート部を形成する、請求項１から４のいずれかに記載の立体造形物の製造装置。
【請求項６】
　前記サポート部形成手段が、
　前記一の箇所が、前記他の箇所よりも前記強度が高くなるように前記サポート部を形成
する、請求項１から５のいずれかに記載の立体造形物の製造装置。
【請求項７】
　前記サポート部形成手段が、
　前記一の箇所が、前記他の箇所よりも前記サポート材を多く含むように前記サポート部
を形成する、請求項１から６のいずれかに記載の立体造形物の製造装置。
【請求項８】
　前記サポート部形成手段が、
　前記他の箇所における同一の部分に、前記サポート材を複数回に分けて付与して前記サ
ポート部を形成する、請求項７に記載の立体造形物の製造装置。
【請求項９】
　前記サポート部形成手段が、
　前記一の箇所の形成と前記他の箇所の形成とを、固化後における前記粒子に対する接着
力の異なる前記サポート材を付与して行う、請求項１から８のいずれかに記載の立体造形
物の製造装置。
【請求項１０】
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　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部に接触しない前記サポート部の露出表面における第一の箇所と第二の箇所
とにおける強度が異なるように前記サポート部を形成する、請求項１から９のいずれかに
記載の立体造形物の製造装置。
【請求項１１】
　前記モデル部形成手段及び前記サポート部形成手段が、
　前記モデル材及び前記サポート材を吐出する吐出手段と、
　前記モデル領域が形成された前記粒子層を、エネルギーを付与して加熱することにより
、前記モデル領域における前記粒子どうしを融着させる加熱手段と、
　を有する請求項１から１０のいずれかに記載の立体造形物の製造装置。
【請求項１２】
　前記加熱手段が、
　前記モデル領域における前記粒子と前記サポート領域における前記粒子とを融着させる
、請求項１１に記載の立体造形物の製造装置。
【請求項１３】
　粒子を含む粒子層を形成する層形成工程と、
　前記粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成する
モデル部形成工程と、
　前記粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポート部を形
成するサポート部形成工程と、
　を含み、
　前記サポート部形成工程において、前記モデル部に接触する前記サポート部の表面にお
ける一の箇所と他の箇所とにおける強度が異なるように前記サポート部を形成する、
　ことを特徴とする立体造形物の製造方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体造形物の製造装置及び立体造形物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　強度の高い立体造形物を造形できることなどから、樹脂粒子を含む粒子層（粉末層）を
固化させて造形した造形層（層状造形物）の積層を繰り返すことにより、立体造形物を造
形する装置に対する関心が高まっている。粒子層が固化した造形層の積層を繰り返すこと
で立体造形物を造形する装置としては、例えば、ＨＳＳ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｓｉｎ
ｔｅｒｉｎｇ）方式の装置、ＳＬＳ（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｓｉｎｔｅｒｉ
ｎｇ）方式の装置、ＢＪ（Ｂｉｎｄｅｒ　Ｊｅｔｔｉｎｇ）方式の装置などが知られてい
る。
【０００３】
　これらの中でも、ＨＳＳ方式の装置は、装置自体のコスト（価格）を抑えることができ
ることに加え、短時間で立体造形物を造形可能であるため、特に注目を集めている。
　ＨＳＳ方式の装置においては、例えば、インクジェットヘッドを用いてカーボンブラッ
クなどを含む光吸収インクを粒子層の所定の位置に吐出した後、ハロゲンランプなどの光
源により粒子層を加熱することで、粒子層の所定の位置を固化して造形層を造形する。そ
して、ＨＳＳ方式の装置では、造形層の造形を繰り返して造形層を積層することにより、
立体造形物を造形する。
【０００４】
　立体造形物を造形する装置においては、立体造形物における張り出し部（オーバーハン
グ部）の造形や立体造形物の反りの抑制などを目的に、造形層を支持する支持部（サポー
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ト部）を形成する場合がある。この場合、サポート部は、立体造形物の造形が完了した後
に、立体造形物から除去される。
　そのため、サポート部の除去性を向上させる目的などから、サポート部を形成するサポ
ート材の充填率を、当該サポート部の内部で異ならせる技術が提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、立体造形物の一部であるモデル部を支持するサポート部の除去性を向上でき
る立体造形物の製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するための手段としての本発明の立体造形物の製造装置は、
　粒子を含む粒子層を形成する層形成手段と、
　粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成するモデ
ル部形成手段と、
　粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポート部を形成す
るサポート部形成手段と、
　を有し、
　サポート部形成手段が、モデル部に接触するサポート部の表面における一の箇所と他の
箇所とにおける強度が異なるようにサポート部を形成する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、立体造形物の一部であるモデル部を支持するサポート部の除去性を向
上できる立体造形物の製造装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第ｋ層目にサポート材の液滴を吐出した際のサポート材の浸透挙動の様
子の一例を断面から模式的に示した図である。
【図２】図２は、液滴を吐出する際の液滴の間隔の一例について説明するための模式図で
ある。
【図３】図３は、本発明の立体造形物の製造装置におけるモデル部とサポート部の一例を
示す概略側面図である。
【図４】図４は、本発明の立体造形物の製造装置におけるモデル部とサポート部の他の一
例を示す概略側面図である。
【図５】図５は、本発明の立体造形物の製造装置におけるモデル部とサポート部の他の一
例を示す概略側面図である。
【図６】図６は、従来技術におけるモデル部の端部の一例を示す概略側面図である。
【図７】図７は、本発明の立体造形物の製造装置におけるモデル部の端部の一例を示す概
略側面図である。
【図８】図８は、本発明の立体造形物の製造装置におけるモデル部とサポート部の他の一
例を示す概略側面図である。
【図９】図９は、本発明の立体造形物の製造装置におけるモデル部とサポート部の他の一
例を示す概略側面図である。
【図１０】図１０は、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態における概略平面図で
ある。
【図１１】図１１は、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態における概略側面図で
ある。
【図１２】図１２は、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態における造形部を示す
概略側面図である。
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【図１３】図１３は、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態における制御部の構成
の一例を示すブロック図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、立体造形物の造形の流れの一例を示す模式図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、立体造形物の造形の流れの一例を示す模式図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、立体造形物の造形の流れの一例を示す模式図である。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは、立体造形物の造形の流れの一例を示す模式図である。
【図１４Ｅ】図１４Ｅは、立体造形物の造形の流れの一例を示す模式図である。
【図１４Ｆ】図１４Ｆは、立体造形物の造形の流れの一例を示す模式図である。
【図１５】図１５は、サポート領域を形成する際の流れの一例を示す説明図である。
【図１６】図１６は、モデル領域及びモデル部を形成する際の流れの一例を示す説明図で
ある。
【図１７】図１７は、立体造形物からサポート部を除去する際の流れの一例を示す説明図
である。
【図１８】図１８は、溶媒揮散方式を用いて形成したサポート部の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、加熱硬化方式を用いて形成したサポート部の一例を示す図である。
【図２０】図２０は、複数の光照射手段を用いて粒子を融着させる場合の流れの一例を示
す説明図である。
【図２１】図２１は、第１の光照射ユニットが照射する光と第２の光照射ユニットが照射
する光の関係の一例を示す図である。
【図２２】図２２は、モデル部とサポート部の界面の断面を撮影した写真である。
【図２３Ａ】図２３Ａは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２３Ｃ】図２３Ｃは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２３Ｄ】図２３Ｄは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２３Ｅ】図２３Ｅは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２３Ｆ】図２３Ｆは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２３Ｇ】図２３Ｇは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２３Ｈ】図２３Ｈは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬さ
せて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２４】図２４は、従来技術における、モデル部及びサポート部の冷却時の様子の一例
を示す図である。
【図２５】図２５は、従来技術における、モデル部及びサポート部の冷却時の様子の他の
一例を示す図である。
【図２６Ａ】図２６Ａは、本発明の一実施形態において、立体造形物からサポート部を液
体に浸漬させて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、本発明の一実施形態において、立体造形物からサポート部を液
体に浸漬させて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２６Ｃ】図２６Ｃは、本発明の一実施形態において、立体造形物からサポート部を液
体に浸漬させて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２６Ｄ】図２６Ｄは、本発明の一実施形態において、立体造形物からサポート部を液
体に浸漬させて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【図２６Ｅ】図２６Ｅは、本発明の一実施形態において、立体造形物からサポート部を液
体に浸漬させて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
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【図２７】図２７は、本実施形態における、モデル部及びサポート部の冷却時の様子の一
例を示す図である。
【図２８】図２８は、他の実施形態における、モデル部及びサポート部の強度の分布の一
例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（立体造形物の製造装置、立体造形物の製造方法）
　本発明の立体造形物の製造装置は、粒子を含む粒子層を形成する層形成手段と、粒子層
にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成するモデル部形成
手段と、粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポート部を
形成するサポート部形成手段とを有し、更に必要に応じてその他の手段を有する。
　本発明の立体造形物の製造方法は、粒子を含む粒子層を形成する層形成工程と、粒子層
にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成するモデル部形成
工程と、粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポート部を
形成するサポート部形成工程とを含み、更に必要に応じてその他の工程を含む。
【００１０】
　本発明の立体造形物の製造方法は、本発明の立体造形物の製造装置により好適に行うこ
とができ、層形成工程は層形成手段により好適に行うことができ、モデル部形成工程はモ
デル部形成手段により好適に行うことができ、サポート部形成工程はサポート部形成手段
により好適に行うことができ、その他の工程はその他の手段により行うことができる。
【００１１】
　つまり、本発明の立体造形物の製造装置は、本発明の立体造形物の製造方法を実施する
ことと同義である。そのため、本発明の立体造形物の製造装置に関する説明を通じて、本
発明の立体造形物の製造方法の詳細についても明らかにする。
【００１２】
　また、本発明の立体造形物の製造装置は、従来技術の立体造形物の造形装置では、立体
造形物の一部であるモデル部を支持するサポート部の除去性が低い場合があるという知見
に基づくものである。
【００１３】
　従来技術においては、例えば、特許文献１に記載の技術のように、サポート部の立体造
形物（モデル部）に接する部分はサポート材の充填率が一様に高く、立体造形物に接触す
るサポート部の表面における強度は一様に高い状態となっている。このため、立体造形物
及びサポート部を、固化したサポート材を溶解可能な液体に浸漬させて立体造形物からサ
ポート部を除去する際などに、時間や手間が多く必要となり、立体造形物を製造する際の
生産性が低くなってしまう場合があった。
【００１４】
　また、例えば、サポート部の除去性を向上させるために、サポート部を形成する際のサ
ポート材の量を単に減らすと、サポート部の強度が十分でなくなり、立体造形物の反りな
どの変形を抑制することができなくなってしまう場合がある。このように、サポート部の
除去性とサポート部の強度とは、相反する関係（トレードオフ）になっており、これらを
両立することはできなかった。
【００１５】
　ここで、本発明の立体造形物の製造装置は、粒子を含む粒子層を形成する層形成手段と
、粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成するモデ
ル部形成手段と、粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポ
ート部を形成するサポート部形成手段とを有する。さらに、本発明の立体造形物の製造装
置においては、サポート部形成手段が、モデル部に接触するサポート部の表面における一
の箇所と他の箇所とにおける強度が異なるようにサポート部を形成する。
　こうすることにより、本発明の立体造形物の製造装置は、立体造形物に接触するサポー
ト部の表面における強度が場所によって異なるようにサポート部を形成できる。つまり、
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本発明においては、立体造形物に接触するサポート部の表面において、強度が高い部分だ
けではなく、強度が比較的低い部分を設けることができる。
【００１６】
　上述したように、サポート部の除去性とサポート部の強度とは相反する関係であるため
、接着強度が比較的低い部分は除去性が高い部分となる。つまり、本発明においては、モ
デル部に接触するサポート部の表面において、サポート部全体の強度を保つことができる
強度が高い部分と、サポート部の除去性を向上できる強度が比較的低い部分を有するよう
にサポート部を形成できる。こうすることにより、本発明では、立体造形物の変形を抑制
するという機能を保つことができ、かつ除去性の高いサポート部を形成することができる
。
　すなわち、本発明の立体造形物の製造装置は、モデル部に接触するサポート部の表面に
おける一の箇所と他の箇所とにおける強度が異なるようにサポート部を形成することによ
り、サポート部の除去性を向上できる。
【００１７】
＜層形成手段、層形成工程＞
　層形成手段は、粒子を含む粒子層を形成する手段である。
　層形成工程は、粒子を含む粒子層を形成する工程である。
　層形成手段としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、粒子を供給する機構と、供給された粒子を均しながら粒子層を形成する機構の組合せな
どが挙げられる。層形成手段の詳細については、後述する。
【００１８】
＜＜粒子＞＞
　粒子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、樹脂
粒子、金属粒子などが挙げられるが、樹脂粒子であることが好ましい。
　樹脂粒子とは、樹脂成分を含む粒子を意味する。なお、以下では、樹脂粒子を「樹脂粉
末」又は「樹脂粉体」と称することがある。樹脂粒子は、樹脂成分の他に、必要に応じて
その他の成分を含んでいてもよい。
　樹脂成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、熱可
塑性樹脂であることが好ましい。
【００１９】
－熱可塑性樹脂－
　熱可塑性樹脂とは、熱を加えると可塑化し、溶融する樹脂を意味する。
　熱可塑性樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、結晶性樹脂、非結晶性樹脂、液晶樹脂などが挙げられる。熱可塑性樹脂としては、結
晶性樹脂が好ましい。また、熱可塑性樹脂としては、融解開始温度と、冷却時の再結晶温
度の差が大きな樹脂が好ましい。
　なお、結晶性樹脂とは、ＩＳＯ３１４６（プラスチック転移温度測定方法、ＪＩＳ　Ｋ
７１２１）に準拠した測定において、融点ピークが検出される樹脂である。
【００２０】
　熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステル、ポリエ
ーテル、ポリフェニレンスルフィド、ポリアセタール（ＰＯＭ：Ｐｏｌｙｏｘｙｍｅｔｈ
ｙｌｅｎｅ）、ポリイミド、フッ素樹脂などが挙げられる。これらは、１種単独で使用し
てもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００２１】
　ポリオレフィンとしては、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）な
どが挙げられる。
【００２２】
　ポリアミドとしては、例えば、ポリアミド４１０（ＰＡ４１０）、ポリアミド６（ＰＡ
６）、ポリアミド６６（ＰＡ６６）、ポリアミド６１０（ＰＡ６１０）、ポリアミド６１
２（ＰＡ６１２）、ポリアミド１１（ＰＡ１１）、及びポリアミド１２（ＰＡ１２）；並
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びにポリアミド４Ｔ（ＰＡ４Ｔ）、ポリアミドＭＸＤ６（ＰＡＭＸＤ６）、ポリアミド６
Ｔ（ＰＡ６Ｔ）、ポリアミド９Ｔ（ＰＡ９Ｔ）、及びポリアミド１０Ｔ（ＰＡ１０Ｔ）な
どの半芳香族性のポリアミドが挙げられる。
【００２３】
　ポリエステルとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブタジ
エンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）などが挙げられる。これらの中でも
、耐熱性を付与する点で、テレフタル酸やイソフタル酸を一部に含む芳香族を有するもの
が好ましい。
【００２４】
　ポリエーテルとしては、例えば、ポリアリールケトン、ポリエーテルスルフォンなどが
挙げられる。
　ポリアリールケトンとしては、例えば、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポ
リエーテルケトン（ＰＥＫ）、ポリエーテルケトンケトン（ＰＥＫＫ）、ポリアリールエ
ーテルケトン（ＰＡＥＫ）、ポリエーテルエーテルケトンケトン（ＰＥＥＫＫ）、ポリエ
ーテルケトンエーテルケトンケトン（ＰＥＫＥＫＫ）などが挙げられる。
【００２５】
　熱可塑性樹脂としては、例えば、ＰＡ９Ｔのように２つの融点ピークを有するものでも
よい。２つの融点ピークを有する熱可塑性樹脂は、高温側の融点ピーク以上の温度になる
と完全に溶融する。
【００２６】
　また、ポリフタルアミド、ポリフェニレンサルファイド、液晶ポリマー、ポリスルホン
、ポリエーテルサルフォン、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルエー
テルケトン、及びポリテトラフルオロエチレンなどは、「スーパーエンジニアリングプラ
スチック」と称されている。
　熱可塑性樹脂としては、スーパーエンジニアリングプラスチックから選択される少なく
とも１種であることが好ましい。熱可塑性樹脂がスーパーエンジニアリングプラスチック
であると、造形する立体造形物の引張強度、耐熱性、耐薬品性、及び難燃性を向上するこ
とができ、立体造形物を工業用途にも使用可能になる点で有利である。
【００２７】
　粒子の形状としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、円柱体、多角柱体、球体などの形状が挙げられる。これらの中でも、円柱体が好ましい
。
【００２８】
　円柱体としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例えば
、真円柱体、楕円柱体などが挙げられる。これらの中でも、真円柱体が好ましい。
　なお、円柱体には、略円柱体が含まれる。ここで、略円とは、短径に対する長径の比（
長径／短径）が、１以上１０以下であることを意味する。また、円柱体の円形部分は、一
部が欠けていてもよい。
　多角柱体としては、円柱体と同様に特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、多角柱体における多角形部分の一部が欠けていてもよい。
　球体としては、円柱体と同様に特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、球体の一部が欠けていてもよい。
【００２９】
　円柱体の円形部分の直径としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、５μｍ以上２００μｍ以下が好ましい。なお、円柱体の円形部分が楕円形であ
る場合、直径とは長径を意味する。
　多角柱体の多角形部分の一辺の長さとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、多角形部分を全て含むような最小の円（最小包含円）の直径が５μ
ｍ以上２００μｍ以下であることが好ましい。
　球体の直径としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、５
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μｍ以上２００μｍ以下であることが好ましい。
【００３０】
　円柱体の高さ、即ち対向する２つの円形部分の距離（上面－底面間の距離）としては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、１μｍ以上２００μｍ以下
が好ましい。
　多角柱体の高さ、即ち対向する２つの多角形部分の距離（上面－底面間の距離）として
は、円柱体の高さと同様に特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、
１μｍ以上２００μｍ以下が好ましい。
【００３１】
　円柱体における、対向する２つの円形部分（上面及び底面）の面積は、互いに異なって
いてもよい。ただし、面積が小さいほうの円形部分の直径ｒ１に対する面積が大きいほう
の円形部分の直径ｒ２の比（ｒ２／ｒ１）としては、２つの円形部分の面積に差がないほ
うが嵩密度を高めることができる点で、１．５以下が好ましく、１．１以下がより好まし
い。
　多角柱体における、対向する２つの多角形部分（上面及び底面）の面積は、互いに異な
っていてもよい。ただし、多角形部分の小さいほうの面積（Ｓ１）に対する多角形部分の
大きいほうの面積（Ｓ２）の比（Ｓ２／Ｓ１）としては、２つの多角形部分の面積に差が
ないほうが嵩密度を高めることができる点で、１に近いことが好ましい。
　例えば、ＨＳＳ方式の立体造形物の製造装置を用いて立体造形物を造形する際には、粒
子の嵩密度を高めることにより、造形物や成形物の精度を向上させることができる。
【００３２】
　円柱体や多角柱体などの柱体の粒子においては、嵩密度を高めるため、頂点を持たない
ことが好ましい。なお、頂点とは、柱体の中に存在する角の部分をいう。
【００３３】
＜＜粒子層＞＞
　粒子層とは、粒子を含む層を意味する。なお、以下では、粒子層を「粉末層」又は「粉
体層」と称することがある。
　粒子層の平均厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、１０μｍ以上１００μｍ以下であることが好ましい。
【００３４】
　層形成手段が粒子層を形成する際には、粒子の温度が所望の予熱温度になるように、粒
子をあらかじめ加熱しておくことが好ましい。すなわち、本発明の立体造形物の製造方法
においては、粒子の温度が所望の予熱温度になるように、粒子をあらかじめ加熱する予熱
工程を更に含むことが好ましい。こうすることにより、加熱手段が粒子層に付与するエネ
ルギーが小さい場合であっても、粒子同士を融着可能な温度になるように、粒子層を加熱
することができる。
【００３５】
　予熱温度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例え
ば、粒子の再結晶化温度と溶融温度の間の温度であることが好ましい。予熱温度が、粒子
の再結晶化温度と溶融温度の間の温度であることにより、粒子層を形成する際の粒子の流
動性を保ちつつ、造形した立体造形物における反りなどの変形を抑制することができる。
【００３６】
　予熱工程を行う予熱手段としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、公知のヒーター、加熱ランプ、加熱ローラなどを用いることが可能である
。
【００３７】
＜モデル部形成手段、モデル部形成工程＞
　モデル部形成手段は、粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモ
デル部を形成する手段である。
　モデル部形成工程は、粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモ
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デル部を形成する工程である。
【００３８】
＜サポート部形成手段、サポート部形成工程＞
　サポート部形成手段は、粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化さ
せてサポート部を形成する手段である。
　サポート部形成工程は、粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化さ
せてサポート部を形成する工程である。
【００３９】
　ここで、モデル部形成手段及びサポート部形成手段としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができる。また、モデル部形成手段とサポート部形成手段とは、
１つの機構が兼ねる形態であってもよいし、それぞれが別の機構として設けられてもよい
。
　モデル部形成手段及びサポート部形成手段としては、例えば、吐出手段及び加熱手段を
有するもの、エネルギー照射手段を有するものなどが挙げられる。これらの中でも、モデ
ル部形成手段及びサポート部形成手段としては、吐出手段及び加熱手段を有するものであ
ることが好ましい。すなわち、モデル部形成手段及びサポート部形成手段が、モデル材及
びサポート材を吐出する吐出手段と、モデル領域が形成された粒子層を、エネルギーを付
与して加熱することにより、モデル領域における粒子どうしを融着させる加熱手段と、を
有することが好ましい。こうすることにより、強度が高い立体造形物を短時間で製造する
ことができる。
【００４０】
＜＜吐出手段＞＞
　吐出手段としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
インクジェット方式の吐出ヘッドなどが挙げられる。
　吐出手段は、粒子層に、モデル材を吐出（付与）してモデル領域を形成すると共に、サ
ポート材を吐出して、モデル領域と接するようにサポート領域を形成する。
【００４１】
　また、立体造形物の製造装置が有する吐出手段の数としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができる。そのため、同一の吐出手段からモデル材とサポート材
とを吐出してもよく、モデル材を吐出する吐出手段と、サポート材を吐出する吐出手段と
を別に設けてもよい。つまり、吐出手段は、モデル材を吐出する際にはモデル部形成手段
の一部として機能し、サポート材を吐出する際にはサポート部形成手段の一部として機能
する。また、サポート部形成手段としては、例えば、少なくとも吐出手段を有する手段を
もいることも好ましい。
【００４２】
＜＜＜モデル領域＞＞＞
　モデル領域は、粒子層にモデル材を付与して形成した領域である。モデル領域は、製造
（造形）する立体造形物を３次元モデルで表した３次元データに基づいて形成することが
でき、例えば、３次元データを所定の間隔で輪切り（スライス）した形状となるようにし
てもよい。
　形成されたモデル領域は、加熱手段によりエネルギーを付与されて加熱されることによ
って、モデル領域における粒子同士が融着して、立体造形物の一部であるモデル部となる
ことが好ましい。言い換えると、形成されたモデル領域は、吐出されたモデル材により、
効率的にエネルギーを吸収可能となり、加熱手段によりエネルギーが付与される際に、粒
子の融点以上の温度となり、粒子同士が融着して固化することが好ましい。
【００４３】
　ここで、粒子同士を融着するとは、粒子を融点以上の温度となるように加熱することに
より、粒子の融点より低い温度となった際に、粒子同士が一体となって固化することを意
味する。そのため、粒子同士が融着している領域においては、粒子同士の境界（粒界）の
少なくとも一部がなくなる。
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【００４４】
－モデル材－
　モデル材としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
カーボンブラック等の黒色顔料を含むインク、色素を含むインク、金属微粒子を含むイン
クなどが挙げられる。モデル材としては、エネルギーを吸収可能であるものが好ましい。
　これらの中でも、モデル材としては、加熱手段が光照射手段である場合には、光照射手
段が照射した光を吸収することにより発熱可能なものが好ましく、例えば、上記のカーボ
ンブラック等の黒色顔料を含むインク（黒色インク）が好ましい。モデル材が黒色インク
であることにより、加熱手段が光照射手段である場合に、光照射手段が照射した光を効率
的に吸収して発熱することができ、モデル領域における粒子同士の融着を容易に行え、モ
デル部の形成を短時間で効率的に行うことができる。
【００４５】
＜＜＜サポート領域＞＞＞
　サポート領域は、吐出手段がサポート材を吐出して、モデル領域と接するように形成さ
れた領域である。サポート領域は、吐出されたサポート材が固化して粒子同士を接着する
ことにより、モデル部の形状を維持するサポート部となることが好ましい。なお、以下で
は、サポート領域を非モデル領域と称することがある。
　後述するように、本発明においては、モデル領域における粒子とサポート領域における
粒子が融着されていることが好ましい。つまり、本発明においては、モデル領域とサポー
ト領域との少なくとも一部が融着され、モデル領域が固化したモデル部とサポート領域が
固化したサポート部との少なくとも一部が融着されていることが好ましい。こうすること
により、本発明の立体造形物の製造装置においては、サポート部のモデル部に対する支持
力を向上させることができる。なお、本発明において、モデル領域とサポート領域と融着
させる場合においては、モデル領域とサポート領域の界面に存在する粒子の全てが融着し
ている必要はない。
【００４６】
　サポート領域の位置及び形状としては、モデル領域の少なくとも一部と接するものであ
れば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。以下では、サポート領域
の好ましい一例について説明する。
【００４７】
　層形成手段が第１の粒子層の上に第２の粒子層を形成する際においては、吐出手段が、
第２の粒子層におけるモデル領域となる予定部分と接するように、第１の粒子層における
サポート領域を形成することが好ましい。すなわち、吐出手段が、モデル領域の下側と接
するように、サポート領域を形成することが好ましい。
　ここで、第２の粒子層におけるモデル部となる予定部分は、例えば、立体造形物を３次
元モデルで表した３次元データに基づいて、第１の粒子層を形成する際にあらかじめ特定
することができる。この場合、第２の粒子層におけるあらかじめ特定した予定部分にモデ
ル材を吐出してモデル領域を形成した際に、第１の粒子層におけるサポート領域と、第２
の粒子層におけるモデル領域とが接することになる。このようにして、モデル領域とサポ
ート領域とを融着することにより、サポート領域が固化したサポート部の支持力によって
、モデル部の変形（例えば、モデル部の反りなど）が抑制できる。
　上記の形態のより具体的な一例としては、例えば、図３に示すような直方体状の立体造
形物を製造する場合には、モデル部３０の下面にサポート部２００を融着することが挙げ
られる。このようにモデル部３０の下面にサポート部２００を融着することにより、立体
造形物の反りをより効果的に抑制することができる。
【００４８】
　また、層形成手段が第１の粒子層の上に第２の粒子層を形成する際においては、吐出手
段が、第１の粒子層におけるモデル領域と接する第２の粒子層における領域にサポート領
域を形成することも好ましい。すなわち、吐出手段が、モデル領域の上側と接するように
、サポート領域を形成することが好ましい。こうすることにより、立体造形物を造形した
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後に立体造形物を冷却する際などにおける、立体造形物の変形を抑制することができる。
　上記の形態のより具体的な一例としては、例えば、図４に示すような直方体状の立体造
形物を製造する場合には、モデル部３０の上面にサポート部２００を融着することが挙げ
られる。
【００４９】
　さらに、吐出手段が、モデル領域及びサポート領域を、一つの粒子層に形成することも
好ましい。すなわち、吐出手段が、モデル領域の側面と接するように、サポート領域を形
成することが好ましい。
　上記の形態のより具体的な一例としては、例えば、図５に示すような直方体状の立体造
形物を製造する場合には、モデル部３０の側面にサポート部２００を融着することが挙げ
られる。こうすることにより、立体造形物の反りを抑制することができる。
【００５０】
　また、モデル領域の側面と接するように、サポート領域を形成することにより、モデル
部における端部（エッジ）の盛り上がりを抑制することができる。
　例えば、図６に示すように、モデル領域１０１の側面にサポート領域を形成しない場合
、加熱手段により粒子層を加熱する際に、モデル材１０ｍを吐出したモデル領域１０１の
みが溶融して高密度化する。このため、モデル領域１０１の側面にサポート領域を設けな
い場合には、モデル領域１０１とモデル領域でない領域（粒子領域）の境界に、モデル部
における液体状に溶融した樹脂によるメニスカスが形成され、モデル部の端部が盛り上が
るように表面が形成されるときがある。このモデル部の端部の盛り上がりは、ＨＳＳ方式
で立体造形物を造形する際に特に顕著になる。
　これに対して、図７に示すように、モデル領域１０１の側面にサポート領域２０１を形
成すると、一実施形態においては、図７の中央部に示すように、サポート領域２０１（又
はサポート部２００）が、吐出されたサポート材の液架橋力により高密度化（圧縮）する
。このとき、図７の右部に示すように、サポート部２００の圧縮に伴って、モデル部の端
部も圧縮するため、図６に示した例に比べると、モデル部における端部の盛り上がりを抑
制できる。
【００５１】
　また、吐出手段が、モデル部で形成された立体造形物の表面全体にサポート部が形成さ
れるように、サポート領域を形成することが好ましい。こうすることにより、立体造形物
を造形した後に立体造形物を冷却する際などにおける、立体造形物の反りなどの変形を、
より確実に抑制することができる。
　上記の形態のより具体的な一例としては、例えば、図８に示すような直方体状の立体造
形物を製造する場合には、モデル部３０の表面全体にサポート部２００を融着することが
挙げられる。
【００５２】
　加えて、吐出手段が、モデル部における外縁近傍領域となる領域の少なくとも一部と接
するようにサポート領域を形成することが好ましい。言い換えると、モデル部で形成され
た立体造形物の端部と接するように、サポート領域（部）を形成することが好ましい。こ
うすることにより、使用するサポート材の量を抑制しつつ、立体造形物の反りを効果的に
抑制できる。
　上記の形態のより具体的な一例としては、例えば、図９に示すような直方体状の立体造
形物を製造する場合には、モデル部３０の底面側の端部にサポート部２００を融着するこ
とが挙げられる。
【００５３】
－サポート材－
　サポート材としては、粒子同士を接着可能であれば特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができる。
　ここで、粒子同士を接着するとは、吐出手段により吐出されたサポート材が固化するこ
とにより、粒子同士を固化（固定）することを意味する。そのため、粒子同士が接着され
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ている領域（サポート部）においては、粒子同士の境界（粒界）が存在している。
【００５４】
　また、吐出されたサポート材が固化して粒子同士を接着する際における、サポート材の
固化方式としては特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、溶媒
揮散方式、加熱硬化方式、紫外線硬化方式、硬化剤混合方式などが挙げられる。これらの
中でも、溶媒揮散方式及び加熱硬化方式が好ましい。
【００５５】
〔溶媒揮散方式〕
　溶媒揮散方式とは、粒子同士を接着する接着成分と溶媒とを少なくとも含むサポート材
を用い、サポート材の一部（例えば、溶媒）が揮発させることにより、サポート材を固化
する方式である。言い換えると、溶媒揮散方式においては、吐出手段が吐出したサポート
材の一部が揮発して固化することで、サポート部が形成される。
　サポート材の溶媒を揮発させる方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、粒子の予熱や加熱手段によるエネルギーの付与などにより、サ
ポート材を加熱することが挙げられる。このように、溶媒揮散方式においては、サポート
材を固化するための特別な手段を用いることなく、加熱手段などによりサポート材を固化
できるため、立体造形物の製造装置の構造が複雑化することを防止できる。
【００５６】
　溶媒揮散方式におけるサポート材は、粒子同士を接着する接着成分と、溶媒とを含み、
エネルギー吸収剤を含むことが好ましく、更に必要に応じてその他の成分を含む。
　接着成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
可溶性高分子、水系コロイド、無機溶質などが挙げられる。可溶性高分子としては、例え
ば、水溶性高分子（水溶性ポリマー）、油溶性高分子（油溶性ポリマー）などが挙げられ
る。
　溶媒としては、接着成分を溶解又は分散できるものであれば特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、水、有機溶媒などが挙げられる。
【００５７】
　エネルギー吸収剤としては、加熱手段が粒子層に付与するエネルギーを吸収可能であれ
ば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、カーボンブラック等
の黒色顔料などが挙げられる。溶媒揮散方式におけるサポート材が黒色顔料を含むことに
より、加熱手段が粒子層にエネルギーを付与する際に、サポート材がエネルギーを吸収し
て発熱するため、溶媒の揮発が促進され、より容易にサポート材が固化する。
　なお、溶媒揮散方式におけるサポート材が含むエネルギー吸収剤の含有量としては、加
熱手段が粒子層にエネルギーを付与する際における、サポート領域の粒子の温度が融点を
超えないようにすることが好ましい。こうすることにより、サポート領域における粒子が
融着してしまうことによる、サポート部の除去性の悪化を防止することができる。
【００５８】
　溶媒揮散方式におけるサポート材のその他の成分としては、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、着色剤、分散安定剤、界面活性剤、浸透促進剤、
保湿剤、防カビ剤、防腐剤、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、増粘剤、フィラー、凝集防止剤、
消泡剤などが挙げられる。
　このように、溶媒揮散方式におけるサポート材は、反応性の化合物を含むことを必須と
しないため、保存性、及び吐出手段により吐出する際の吐出安定性に優れる。
【００５９】
　また、溶媒揮散方式におけるサポート材の接着成分としては、融点及び軟化点の少なく
ともいずれかが、粒子の予熱温度よりも高いことが好ましい。こうすることにより、固化
した後のサポート材が、粒子から付与される熱によって融解や軟化を生じることを防止で
きるため、サポート部の強度を向上させることができ、サポート部のモデル部に対する支
持力を向上させることができる。
　ここでは、軟化点とは、樹脂などの物質が温度の上昇によって軟化し，変形を始めると
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きの温度を意味する。通常、物質の温度を上げたとき、物質が完全に液体となる温度を融
点と呼ぶが、樹脂などの物質は、明確な融点を示さないで漸次軟化して溶融状態に至り、
はっきりした状態の変化を特定しにくいため、融点と区別して軟化点と呼ぶことがある。
　サポート材における接着成分の軟化点は、例えば、ビカット軟化温度　Ａ５０法（ＪＩ
Ｓ　Ｋ　７２０６：１９９９）によって測定された値をとすることができる。
【００６０】
　加えて、溶媒揮散方式におけるサポート材の溶媒としては、沸点が粒子の予熱温度より
も低いことが好ましい。こうすることにより、粒子を予熱する場合、吐出手段により吐出
されたサポート材の溶媒が、粒子から付与される熱により揮発可能であるため、より容易
にサポート材を固化して粒子同士を接着し、サポート部を形成することができる。サポー
ト部の形成が容易に短時間で可能であると、立体造形物の製造装置の生産性を向上させる
ことができる。
【００６１】
　さらに、溶媒揮散方式におけるサポート材は、上記の２つの条件を満たすもの、即ち、
接着成分の融点及び軟化点の少なくともいずれかが、粒子の予熱温度よりも高く、溶媒の
沸点が、粒子の予熱温度よりも低いことがより好ましい。こうすることにより、サポート
部のモデル部に対する支持力を向上できるとともに、サポート部の形成が容易に短時間で
可能であり、立体造形物の製造装置の生産性を向上させることができる。
【００６２】
〔加熱硬化方式〕
　加熱硬化方式とは、反応性化合物と硬化剤とを少なくとも含むサポート材を用い、サポ
ート材を加熱することにより、硬化剤を活性化させて、反応性化合物に重合反応を生じさ
せることで、サポート材を固化する方式である。言い換えると、加熱硬化方式では、吐出
手段が吐出したサポート材が、加熱されることにより重合反応を生じて硬化することで、
サポート部が形成される。
　サポート材を加熱して硬化反応を生じさせる方法としては、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、加熱手段によるエネルギーの付与などにより、サ
ポート材を加熱することが挙げられる。このように、加熱硬化方式においては、サポート
材を固化するための特別な手段を用いることなく、加熱手段などによりサポート材を固化
できるため、立体造形物の製造装置の構造が複雑化することを防止できる。また、加熱硬
化方式においては、サポート材が硬化する際の体積変化が小さく、サポート部の強度をよ
り高くできるため、サポート部のモデル部に対する支持力をより向上させることができる
。
【００６３】
　加熱硬化方式におけるサポート材は、反応性化合物と、硬化剤とを少なくとも含み、更
に必要に応じてその他の成分を含む。
　反応性化合物としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、重合性化合物などが挙げられる。重合性化合物としては、例えば、少なくとも1個の
エチレン性不飽和二重結合を有する化合物などが挙げられる。エチレン性不飽和重合性化
合物は、単官能の重合性化合物や多官能の重合性化合物、又はそれらの混合物の化学形態
を有する。
　また、重合性化合物としては、単官能の重合性化合物が好ましく、単官能の重合性化合
物としては、例えば、不飽和カルボン酸と多価アルコール化合物とのエステル類、不飽和
カルボン酸とアミン化合物とのアミド類、アクリロイルモルフォリンなどが挙げられる。
つまり、加熱硬化方式におけるサポート材が単官能の重合性化合物を含むことが好ましい
。こうすることにより、サポート材において架橋が生じないため、液体に対するサポート
部の溶解性が高くなるため、サポート部の除去性を向上させることができる。
【００６４】
　硬化剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ア
ゾ化合物、有機過酸化物などが挙げられる。



(15) JP 2020-151993 A 2020.9.24

10

20

30

40

50

　加熱硬化方式におけるサポート材のその他の成分としては、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択することができ、例えば、希釈剤、重合禁止剤、連鎖移動剤、着色剤、分散
安定剤、界面活性剤、浸透促進剤、保湿剤、防カビ剤、防腐剤、酸化防止剤、ｐＨ調整剤
、増粘剤、フィラー、凝集防止剤、消泡剤などが挙げられる。
【００６５】
　紫外線硬化方式とは、紫外線が照射されることにより硬化可能なサポート材を用い、紫
外線照射手段によりサポート領域に紫外線を照射して、サポート材を硬化させて固化させ
る方式である。
　硬化剤混合方式とは、サポート領域に対して、サポート材を硬化可能な硬化剤を吐出す
ることにより、サポート材を硬化させて固化する方式である。
【００６６】
＜＜加熱手段＞＞
　加熱手段としては、粒子層にエネルギーを付与して加熱可能であれば、特に制限はなく
、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、光を照射する光照射手段、マイクロ波
を照射するマイクロ波照射手段、電子を照射する電子線照射手段などが挙げられる。
【００６７】
　加熱手段は、粒子層におけるモデル領域にエネルギーを付与して加熱することにより、
モデル領域における粒子同士を融着させ、立体造形物の一部となるモデル部を形成するこ
とが好ましい。つまり、加熱手段は、モデル領域を加熱してモデル部を形成する際は、モ
デル部形成手段の一部として機能する。
　また、加熱手段は、粒子層におけるモデル領域とサポート領域の境界近傍にエネルギー
を付与して加熱することにより、モデル領域における粒子とサポート領域における粒子と
を融着させることが好ましい。
　また、加熱手段は、粒子層におけるサポート領域にエネルギーを付与して加熱すること
が好ましい。こうすることにより、サポート領域におけるサポート材の固化を促進され、
サポート部の形成を短時間で行うことができるため、立体造形物の製造装置の生産性を向
上させることができる。
【００６８】
　加熱手段としては、上記に挙げたものの中でも、光照射手段であることが好ましい。加
熱手段が光照射手段であり、モデル材が光を吸収することにより発熱可能なものであると
、効率よく短時間で立体造形物を造形することができるため、立体造形物の製造装置の生
産性を向上させることができる。
　光照射手段としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、ハロゲンランプ、レーザー照射手段、電磁波を照射する電磁波照射手段、赤外線を照射
する赤外線照射手段などが挙げられる。
【００６９】
　ここで、光照射手段として用いることができるハロゲンランプの具体例な製品としては
、例えば、ウシオ電機株式社製ラインタイプハロゲン光源　３Ｗ／ｍｍ（色温度３，００
０Ｋ、エネルギー密度０．０４Ｗ／ｍｍ２）、ウシオ電機株式社製ラインタイプハロゲン
光源　３Ｗ／ｍｍ（色温度３，３００Ｋ、エネルギー密度０．０４Ｗ／ｍｍ２）などが挙
げられる。
【００７０】
　また、加熱手段は、モデル領域における粒子同士の融着と、モデル領域における粒子と
サポート領域における粒子との融着とを一括して行うことが好ましい。言い換えると、加
熱手段は、モデル部の形成、及びモデル部とサポート部の融着とを、一度の走査で（まと
めて）行うことが好ましい。こうすることにより、効率よく短時間で立体造形物を造形す
ることができるため、立体造形物の製造装置の生産性を向上させることができる。
【００７１】
　ここで、立体造形物の製造装置が有する加熱手段の数としては、特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択することができる。
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　立体造形物の製造装置が、加熱手段として複数の光照射手段を有する場合、モデル領域
における粒子同士の融着と、モデル領域における粒子とサポート領域における粒子との融
着とを、異なるエネルギーの光を照射して行うことが好ましい。こうすることにより、モ
デル領域における粒子同士の融着と、モデル領域における粒子とサポート領域における粒
子との融着において、それぞれに合わせて適切なエネルギーを選択することができ、サポ
ート部のモデル部に対する支持力をより向上させることができる。
【００７２】
　さらに、立体造形物の製造装置が、複数の光照射手段を有する場合、モデル領域におけ
る粒子とサポート領域における粒子との融着を、モデル領域における粒子同士の融着の際
に照射する光の波長よりも、短い波長の光を照射して行うことが好ましい。
　こうすることにより、例えば、モデル領域の下側（下面）と接するようにサポート領域
を形成する場合などであっても、透過性の高い短波長の光によって、モデル領域とサポー
ト領域の境界に位置する粒子を、より確実に加熱して融着することができる。このため、
モデル領域における粒子とサポート領域における粒子との融着を、モデル領域における粒
子同士の融着の際に照射する光の波長よりも、短い波長の光を照射して行うことにより、
サポート部のモデル部に対する支持力をより向上させることができる。
【００７３】
　この場合、モデル領域における粒子同士の融着に用いる光照射手段としては、例えば、
ウシオ電機株式社製ラインタイプハロゲン光源　３Ｗ／ｍｍ（色温度３，０００Ｋ、エネ
ルギー密度０．０４Ｗ／ｍｍ２）を用いることができる。また、モデル領域における粒子
とサポート領域における粒子との融着に用いる光照射手段としては、例えば、ウシオ電機
株式社製ラインタイプハロゲン光源　３Ｗ／ｍｍ（色温度３，３００Ｋ、エネルギー密度
０．０４Ｗ／ｍｍ２）を用いることができる。
【００７４】
［サポート部の除去性］
　サポート材が固化して粒子同士を接着することにより形成されたサポート部は、通常、
立体造形物の造形が終了した後には、立体造形物を形成するモデル部から除去される。こ
のため、サポート部は、立体造形物を造形が終了した後に、モデル部から除去しやすい物
性を有することが好ましい。
【００７５】
　サポート部を除去する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、立体造形物周辺に余剰に付着している粉をエアーブロー等で吹き払った
後、サポート部を有する状態の立体造形物を、サポート部を選択的に溶解する液体に浸漬
させる方法、サポート部を選択的に膨潤させる液体に浸漬し、サポート部の機械的強度を
低下させた上で、サポート層を剥離又は破壊する方法などが挙げられる
【００７６】
　上記の方法の中でも、サポート部を有する状態の立体造形物を、サポート部を選択的に
溶解する液体に浸漬させる方法が好ましい。言い換えると、サポート材が固化することに
より形成されたサポート部を、モデル部を溶解しない液体に浸漬させることにより除去す
ることが好ましい。こうすることにより、サポート部の除去が容易に短時間で可能であり
、立体造形物を製造する際の生産性を高めることができる。
　また、サポート部を、モデル部を溶解しない液体に浸漬させることにより除去する場合
、液体を加熱することや、超音波振動を付与することで、より容易にサポート部を除去す
ることができる。
【００７７】
　サポート部を有する状態の立体造形物を、サポート部を選択的に溶解する液体に浸漬さ
せてサポート部を除去する場合、サポート材としては、固化したサポート材が、モデル部
を溶解しない液体に可溶であることが好ましい。こうすることにより、サポート部の除去
が容易に短時間で可能であり、立体造形物を製造する際の生産性を高めることができる。
【００７８】
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　また、サポート部を選択的に溶解する液体としては、特に制限はなく、目的に応じて適
宜選択することができ、例えば、水、有機溶媒などが挙げられ、安全性、コスト、及び環
境負荷などの観点から、水であることが好ましい。
　サポート部を選択的に溶解する液体として水を用いる場合、サポート材は、水溶性の接
着成分を含むことが好ましい。水溶性の接着成分としては、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができ、例えば、アクリル酸、アクリルアミド、ビニルアルコール、
エチレンイミン、エチレンオキシド、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、アクリロイルモルフ
ォリン等の重合性化合物又はそれらの混合物、並びにそれらの重合体などが挙げられる。
【００７９】
　ここで、サポート部形成手段、モデル部に接触するサポート部の表面における一の箇所
と他の箇所とにおける強度が異なるようにサポート部を形成する。
【００８０】
＜＜モデル部に接触するサポート部の表面における一の箇所＞＞
　モデル部に接触するサポート部の表面における一の箇所（以下では、単に「一の箇所」
と称することがある）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
る。
　一の箇所は、例えば、モデル部における外縁近傍領域の少なくとも一部と接することが
好ましく、モデル部における外縁近傍領域と接することがより好ましい。
　ここで、外縁近傍領域とは、例えば、モデル部で形成された立体造形物における端部の
近傍の領域を意味する。
【００８１】
＜＜モデル部に接触するサポート部の表面における他の箇所＞＞
　モデル部に接触するサポート部の表面における他の箇所（以下では、単に「他の箇所」
と称することがある）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
る。
　他の箇所は、例えば、モデル部における外縁近傍領域を除く領域と接することが好まし
く、モデル部における外縁近傍領域の内側領域と接することがより好ましい。
　ここで、外縁近傍領域の内側領域とは、例えば、モデル部で形成された立体造形物にお
ける端部に囲まれた領域を意味する。
【００８２】
　また、上述したように、サポート部形成手段は、モデル部の下側と接するように、サポ
ート部を形成することが好ましい。つまり、一の箇所及び他の箇所は、モデル部の底面に
接触するサポート部の表面に設けられることが好ましい。こうすることにより、立体造形
物の反りをより効果的に抑制することができる。
【００８３】
　さらに、一の箇所は、他の箇所よりも強度が高いことが好ましい。すなわち、サポート
部形成手段が、一の箇所が、他の箇所よりも強度が高くなるようにサポート部を形成する
ことが好ましい。
　ここで、サポート部における強度とは、サポート部の機械的強度を意味し、強度が高い
部分は、変形や破壊に対する耐性が高くなる。
【００８４】
　以下では、一の箇所の強度が、他の箇所の強度よりも高い場合を例にして説明する。
【００８５】
　本発明においては、一の箇所が、モデル部における外縁近傍領域の少なくとも一部と接
し、他の箇所が、モデル部における外縁近傍領域を除く領域と接することが好ましい。す
なわち、サポート部形成手段が、モデル部に接触するサポート部の表面における、一の箇
所が、モデル部における外縁近傍領域の少なくとも一部と接し、他の箇所が、モデル部に
おける外縁近傍領域を除く領域と接するようにサポート部を形成することが好ましい。
　こうすることにより、反りが発生しやすいモデル部の外縁近傍領域の少なくとも一部に
は、サポート部における強度の高い領域が位置することになるため、立体造形物の反りな
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どの変形をより抑制することができる。さらに、サポート部を水などの液体に浸漬させて
除去する際に、モデル部の外縁近傍領域に接するサポート部は、液体と接触する面積が大
きくなりやすいため、強度が高くても除去性が損なわれない。
【００８６】
　さらに、本発明においては、一の箇所が、モデル部における外縁近傍領域と接し、他の
箇所が、モデル部における外縁近傍領域の内側領域と接することが好ましい。すなわち、
サポート部形成手段が、モデル部に接触するサポート部の表面における、一の箇所が、モ
デル部における外縁近傍領域と接し、他の箇所が、モデル部における外縁近傍領域の内側
領域と接するようにサポート部を形成することがより好ましい。
　こうすることにより、反りが発生しやすいモデル部の外縁近傍領域の略全体にサポート
部における強度の高い領域が位置することになるため、立体造形物の反りなどの変形を特
に抑制することができる。さらに、サポート部を水などの液体に浸漬させて除去する際に
、モデル部の外縁近傍領域に接するサポート部は、液体と接触する面積が大きくなりやす
いため、強度が高くても除去性が損なわれない。加えて、液体と接触する面積が小さくな
りやすいモデル部における外縁近傍領域の内側領域と接するサポート部は、強度が抑えら
れているため、サポート部全体における除去性をより高くすることができる。
【００８７】
　また、上述したように、サポート部形成手段は、モデル部の下側と接するように、サポ
ート部を形成することが好ましい。つまり、一の箇所及び他の箇所は、モデル部の底面に
接触するサポート部の表面に設けられることが好ましい。こうすることにより、立体造形
物の反りをより抑制することができる。
　さらに、本発明においては、サポート部形成手段が、モデル部の底面に接触するサポー
ト部の表面における、一の箇所が、モデル部における外縁近傍領域と接し、他の箇所が、
モデル部における外縁近傍領域の内側領域に接するようにサポート部を形成することが特
に好ましい。こうすることにより、上述したように、サポート部全体における除去性をよ
り高くすることができるとともに、立体造形物の反りをより効果的に抑制することができ
る。
【００８８】
　ここで、一の箇所の強度と他の箇所の強度を異ならせる手法としては、特に制限はなく
、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、付与するサポート材の量を異ならせる
手法、付与するサポート材の組成を異ならせる手法などが挙げられる。
【００８９】
　一の箇所の強度を他の箇所の強度よりも高くする場合、サポート部形成手段が、一の箇
所が他の箇所よりもサポート材を多く含むようにサポート部を形成することが好ましい。
こうすることにより、装置の構成及び造形の工程を単純化することができる。
【００９０】
　付与するサポート材の量を異ならせる場合は、サポート材の吐出回数及び吐出量を制御
することにより、サポート領域に含まれるサポート材の量を制御することが好ましい。こ
うすることにより、サポート材の吐出量を必要分に制御できるため、サポート材を節約す
ることができる。
　また、サポート領域において、サポート材の量を少なくしたい箇所に対しては、その箇
所に吐出するサポート材の総量を他の場所よりも少なくとするとともに、サポート材を複
数回に分けてその箇所に吐出することが好ましい。つまり、一の箇所の強度を他の箇所の
強度よりも高くする場合、サポート部形成手段が、他の箇所における同一の部分に、サポ
ート材を複数回に分けて付与してサポート部を形成することが好ましい。
【００９１】
　ここで、サポート材の液滴を粒子層の同一箇所に複数回に分けて吐出することについて
説明する。
　図１は、第ｋ層目にサポート材の液滴を吐出（塗布）した際のサポート材の浸透挙動の
様子の一例を断面から模式的に示した図である。図１では、粒子層３１にサポート材の液
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滴１０を滴下して、液滴１０が浸透していく様子を示す。
【００９２】
　図１に示されるように、第ｋ層目の粒子２０に液滴１０を所定の解像度で吐出する。す
ると、液滴１０は粒子２０を液架橋力により凝集させながら、ＸＹ方向及びＺ方向に浸透
する。
【００９３】
　続いて、図２で示すように、粒子層３１の厚みをｈとし、隣接する液滴１０における粒
子層３１に着弾する中心間距離（隣接するドット間の距離）をＬとしたとき、ｈ＜Ｌとな
るように吐出することが好ましい。
【００９４】
　吐出された液滴１０が第ｋ層目をＸＹ方向及びＺ方向に浸透していくが、ｈ＜Ｌとする
ことにより、液滴１０は積層方向であるＺ方向に十分浸透する。
　立体造形物の積層間強度を確保するためには、粉体層厚みｈ間に液滴がしっかり浸透す
る必要がある。液滴をＺ方向に厚みｈ分浸透させるためには、Ｚ方向に浸透するまでに隣
接する液滴と結合しないようにすることが好ましく、ｈ＜Ｌであることが好ましい。
【００９５】
　なお、Ｌの上限としては、粒子とサポート材の組み合わせなどによって異なるため、一
概にはいえないが、例えば、８ｈ以下であることが好ましく、４ｈ以下であることがより
好ましい。
【００９６】
　このように、同一箇所に複数回に分けてサポート材を吐出することにより、１滴で同量
の液滴を吐出の場合に比べて、サポート材がＺ方向により浸透しやすくなる。これは、Ｘ
Ｙ方向に隣接するサポート材と結合してＸＹ方向にサポート材が濡れ広がる前に、サポー
ト材がＺ方向に浸透するためと考えられる。つまり、同一箇所に複数回に分けてサポート
材を吐出することにより、ＸＹ方向へのサポート材の濡れ広がりを抑制することができ、
サポート部の強度の制御をより正確に行うことができる。
【００９７】
　ここで、本発明において、サポート部の強度は、２段階で区別されるものに限られず、
より多段階に区分されていてもよい。この場合、付与するサポート材の量を異ならせるこ
とにより、サポート部における強度を２段階以上の段階で非連続的に変化させることもで
きる。こうすることにより、サポート部におけるサポート材の分布をより精密に制御可能
となり、サポート部の強度と除去性をより高めることができる。
【００９８】
　また、一の箇所の強度と他の箇所の強度を異ならせる際に、付与するサポート材の組成
を異ならせる場合においては、固化後における粒子に対する接着力の異なるサポート材を
用いることが好ましい。すなわち、サポート部形成手段が、一の箇所の形成と他の箇所の
形成とを、固化後における粒子に対する接着力の異なるサポート材を付与して行うことが
好ましい。こうすることにより、例えば、異なる吐出手段を用いて、異なるサポート材を
打ち分けることにより、サポート部の強度を変えられるため、サポート部（領域）を形成
する際の制御を簡易化できる。
　固化後における粒子に対する接着力の異なるサポート材としては、接着力を生じさせる
物質（接着成分）の種類を変えたもの、接着成分の濃度を変えたものなどが挙げられる。
【００９９】
　さらに、本発明においては、サポート部形成手段が、モデル部に接触しないサポート部
の露出表面における第一の箇所と第二の箇所とにおける強度が異なるようにサポート部を
形成することが好ましい。
　第一の箇所及び第二の箇所としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができる。
　ここで、露出表面とは、モデル部と接触していなく、モデル部（立体造形物）及びサポ
ート部を液体に浸漬した場合に、当該液体と接触する部分を意味する。
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【０１００】
　露出表面における第一の箇所と第二の箇所とにおけるサポート部の強度が異なることに
より、例えば、第一の箇所の強度が第二の箇所の強度より高いとすると、強度が抑えられ
た第二の箇所が露出表面に位置することになる。この場合、固化したサポート材を溶解可
能な液体に浸漬させて立体造形物からサポート部を除去する際に、立体造形物（モデル部
）及びサポート部を液体に浸漬させた直後から、強度が抑えられた第二の箇所が液体に接
することになる。強度が抑えられた第二の箇所は除去性が高いため、液体に浸漬させるこ
となどにより短時間で除去可能である。
　また、第二の箇所が短時間で除去されると、第二の箇所を形成していた粒子がなくなっ
た分だけサポート部の表面積が増えて、液体に対する接触面積も増えるため、サポート部
全体の除去性も向上する。したがって、露出表面における第一の箇所と第二の箇所とにお
けるサポート部の強度が異なることにより、サポート部の除去性を向上することができる
。
【０１０１】
　ここで、本発明においては、例えば、モデル部に接触するサポート部の表面における一
の箇所と、モデル部に接触しないサポート部の露出表面における第一の箇所とが連続して
いてもよい。同様に、モデル部に接触するサポート部の表面における他の箇所と、モデル
部に接触しないサポート部の露出表面における第二の箇所とが連続していてもよい。
【０１０２】
＜その他の手段＞
　その他の手段としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、吐出手段における吐出不良の発生を抑制するメンテナンス手段、立体造形物の製造装
置の制御を行う制御手段などが挙げられる。
【０１０３】
　本発明の立体造形物の製造装置は、少なくとも、層形成手段、モデル部形成手段、及び
サポート部形成手段を繰り返して動作させることにより、立体造形物を製造（造形）する
ことができる。同様に、本発明の立体造形物の製造方法は、少なくとも、層形成工程、モ
デル部形成工程、及びサポート部形成工程を繰り返して行うことにより、立体造形物を製
造（造形）することができる。
【０１０４】
　ここで、図２２を参照して、モデル領域（モデル部）とサポート領域（サポート部）と
の界面の状態について説明する。
　図２２は、モデル部とサポート部の界面の断面を撮影した写真である。本発明の立体造
形物の造形装置を使用して作製したサンプルを、エポキシ樹脂で包埋処理後、ガラスナイ
フで断面出しを行い、撮影用サンプルを作製した。また、図２３の電子顕微鏡写真の撮影
には、デジタルマイクロスコープであるＶＨＸ－２０００（株式会社キーエンス社製）を
用いた。
【０１０５】
　図２２に示す電子顕微鏡写真において、符号３０１で示す領域は、モデル部における粒
子であり、溶融して粒界がなくなり、融着していることがわかる。
　符号３０２で示す領域は、断面観察のために包埋処理した際に、モデル部中の空隙に充
填されたエポキシ樹脂である。
　符号３０３で示す領域は、モデル部とサポート部の界面であり、モデル部及びサポート
部の粒子が溶融して粒界がなくなり、融着していることがわかる。
　符号３０４で示す領域は、サポート部における粒子であり、粒界が認められ、粒子同士
が接着されていることがわかる。
　符号３０５で示す領域は、サポート材が固化した領域である。
【０１０６】
　このように、本発明の立体造形物の製造装置においては、モデル部とサポート部が融着
されていることにより、サポート部の支持力によってモデル部の変形を抑制でき、立体造
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形物の造形精度を向上できる。
【０１０７】
　以下、本発明の実施形態を説明するが、本発明は、これらの実施形態に何ら限定される
ものではない。
　なお、下記構成部材の数、位置、形状等は本実施の形態に限定されず、本発明を実施す
る上で好ましい数、位置、形状等にすることができる。
【０１０８】
　図１０は、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態における概略平面図である。図
１１は、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態における概略側面図である。図１２
は、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態における造形部を示す概略側面図である
。
【０１０９】
　図１から３に示す、本発明の立体造形物の製造装置の一実施形態（以下では、単に「立
体造形装」と称することがある）は、粒子が融着して形成された層状造形物である造形層
（モデル部）３０が形成される造形部１と、造形部１の層状に敷き詰められた粒子層３１
に、モデル材及びサポート材を吐出する吐出手段としての吐出ユニット５と、粒子層３１
に光８１を照射する加熱手段としての光照射ユニット８０を備えている。つまり、本実施
形態においては、モデル部形成手段及びサポート部形成手段は、吐出ユニット５及び光照
射ユニット８０により構成される。なお、モデル材及びサポート材をまとめて「造形液１
０」と称することがある。
【０１１０】
　造形部１は、粒子槽１１と、層形成手段の一例（平坦化部材、リコータ）である回転体
としての平坦化ローラ１２などを備えている。なお、平坦化部材は、回転体に代えて、例
えば板状部材（ブレード）とすることもできる。
【０１１１】
　粒子槽１１は、粒子２０を供給する供給槽２１と、造形層３０が積層されて立体造形物
が造形される造形槽２２とを有している。造形前に供給槽２１に粒子２０を供給する。供
給槽２１の底部は供給ステージ２３として鉛直方向（高さ方向）に昇降自在となっている
。同様に、造形槽２２の底部は造形ステージ２４として鉛直方向（高さ方向）に昇降自在
となっている。造形ステージ２４上に造形層３０が積層された立体造形物が造形される。
【０１１２】
　供給ステージ２３と造形ステージ２４は、モータによって矢印Ｚ方向（高さ方向）に昇
降される。
【０１１３】
　平坦化ローラ１２は、供給槽２１の供給ステージ２３上に供給された粒子２０を造形槽
２２に供給し、平坦化部材である平坦化ローラ１２によって均して平坦化して、粒子層３
１を形成する。
　この平坦化ローラ１２は、造形ステージ２４のステージ面（粒子２０が積載される面）
に沿って矢印Ｙ方向に、ステージ面に対して相対的に往復移動可能に配置され、往復移動
機構によって移動される。また、平坦化ローラ１２は、モータ２６によって回転駆動され
る。
【０１１４】
　吐出ユニット５は、造形ステージ２４上の粒子層３１に造形液１０を吐出する液体吐出
ユニット５０を備えている。
　液体吐出ユニット５０は、キャリッジ５１と、キャリッジ５１に搭載された２つ（１又
は３つ以上でもよい。）の液体吐出ヘッド（以下、単に「ヘッド」という。）５２ａ、５
２ｂを備えている。
【０１１５】
　キャリッジ５１は、ガイド部材５４及び５５に移動可能に保持されている。ガイド部材
５４及び５５は、両側の側板７０、７０に昇降可能に保持されている。
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　このキャリッジ５１は、後述するＸ方向走査モータ５５０によってプーリ及びベルトか
ら構成される主走査移動機構を介して主走査方向である矢印Ｘ方向（以下、単に「Ｘ方向
」という。他のＹ、Ｚについても同様とする。）に往復移動される。
【０１１６】
　２つのヘッド５２ａ、５２ｂ（以下、区別しないときは「ヘッド５２」を称する。）は
、液体を吐出する複数のノズルを配列したノズル列が、それぞれ複数列配置されている。
ヘッド５２ノズル列は、造形液１０を吐出する。例えば、ヘッド５２aがモデル材を、ヘ
ッド５２ｂがサポート材を吐出するようにしてもよい。また、ヘッド５２は、シアン、マ
ゼンタ、イエロー、ブラックなど色がついた造形液をそれぞれ吐出することもできる。な
お、ヘッド５２としては、これに限るものではない。
【０１１７】
　これらの造形液の各々を収容した複数のタンク６０が、タンク装着部５６に装着され、
供給チューブなどを介して造形液１０がヘッド５２ａ、５２ｂに供給される。
　また、Ｘ方向の一方側には、液体吐出ユニット５０のヘッド５２の維持回復を行うメン
テナンス機構６１が配置されている。
【０１１８】
　メンテナンス機構６１は、キャップ６２とワイパ６３を有する。メンテナンス機構６１
は、キャップ６２をヘッド５２のノズル面（ノズルが形成された面）に密着させ、ノズル
から造形液１０を吸引することにより、ノズルに詰まった粒子の排出や高粘度化した造形
液を排出させる。また、ノズルのメニスカス形成（ノズル内は負圧状態である）のため、
ノズル面をワイパ６３でワイピング（払拭）する。メンテナンス機構６１は、造形液１０
の吐出が行われない場合に、ヘッドのノズル面をキャップ６２で覆い、粒子２０がノズル
に混入することや造形液１０が乾燥することを防止する。
【０１１９】
　吐出ユニット５は、ベース部材７上に配置されたガイド部材７１に移動可能に保持され
たスライダ部７２を有し、吐出ユニット５全体がＸ方向と直交するＹ方向（副走査方向）
に往復移動可能である。この吐出ユニット５は、後述するモータ５５２を含む走査機構に
よって全体がＹ方向に往復移動される。
【０１２０】
　液体吐出ユニット５０は、ガイド部材５４、５５とともに矢印Ｚ方向に昇降可能に配置
され、後述するモータ５５１を含む昇降機構によってＺ方向に昇降される。
【０１２１】
　光照射ユニット８０は、ヘッド５２から造形液１０が吐出された領域上に、光８１を照
射しながら走査する。光照射ユニット８０をキャリッジ５１内に備えることで、ヘッド５
２と駆動を共有することも可能だが、個別に駆動源を用意することで、光照射ユニット単
体でのＸ方向間の駆動を行うことも可能である。
　また、光照射ユニット８０は、ヘッド５２の左右にそれぞれ配置してもよいし、どちら
か片方に配置してもよい。
【０１２２】
　ここで、造形部１の詳細について説明する。
　粒子槽１１は、箱型形状であり、上面が開放された槽である、供給槽２１、造形槽２２
、及び余剰粒子受け槽２５を備えている。供給槽２１内部には供給ステージ２３が、造形
槽２２内部には造形ステージ２４がそれぞれ昇降可能に配置される。
【０１２３】
　供給ステージ２３の側面は、供給槽２１の内側面に接するように配置されている。造形
ステージ２４の側面は造形槽２２の内側面に接するように配置されている。これらの供給
ステージ２３及び造形ステージ２４の上面は水平に保たれている。
【０１２４】
　平坦化ローラ１２は、供給槽２１から粒子２０を造形槽２２へと移送供給して、表面を
均すことで平坦化して所定の厚みの層状の粒子である粒子層３１を形成する。
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　この平坦化ローラ１２は、造形槽２２及び供給槽２１の内寸（即ち、粒子２０が供され
る部分又は仕込まれている部分の幅）よりも長い棒状部材であり、往復移動機構によって
ステージ面に沿ってＹ方向（副走査方向）に往復移動される。
　この平坦化ローラ１２は、モータ２６によって回転されながら、供給槽２１の外側から
供給槽２１及び造形槽２２の上方を通過するようにして水平移動する。これにより、粒子
２０が造形槽２２上へと移送供給され、平坦化ローラ１２が造形槽２２上を通過しながら
粒子２０を平坦化することで粒子層３１が形成される。
【０１２５】
　また、図１２にも示すように、平坦化ローラ１２の周面に接触して、平坦化ローラ１２
に付着した粒子２０を除去するための粒子除去部材である粒子除去板１３が配置されてい
る。
　粒子除去板１３は、平坦化ローラ１２の周面に接触した状態で、平坦化ローラ１２とと
もに移動する。また、粒子除去板１３は、平坦化ローラ１２が平坦化を行うときの回転方
向に回転するときにカウンタ方向でも、順方向での配置可能である。
【０１２６】
　本実施形態では、造形部１の粒子槽１１が、供給槽２１と、造形槽２２と、余剰粉体受
け槽２５の３つの槽を有しているが、供給層２１を設けずに、造形槽２２に粒子供給装置
から粒子を供給して、平坦化手段で平坦化する形態であってもよい。
【０１２７】
　次に、立体造形物の製造装置６０１の制御部の概要について、図１３を参照して説明す
る。
　制御手段としての制御部５００は、この立体造形装置全体の制御を司るＣＰＵ５０１と
、ＣＰＵ５０１に本発明に係わる制御を含む立体造形動作の制御を実行させるためのプロ
グラムを含むプログラム、その他の固定データを格納するＲＯＭ５０２と、造形データ等
を一時格納するＲＡＭ５０３とを含む主制御部５００Ａを備えている。
【０１２８】
　制御部５００は、装置の電源が遮断されている間もデータを保持するための不揮発性メ
モリ（ＮＶＲＡＭ）５０４を備えている。また、制御部５００は、画像データに対する各
種信号処理等を行う画像処理やその他装置全体を制御するための入出力信号を処理するＡ
ＳＩＣ５０５を備えている。
【０１２９】
　制御部５００は、外部の造形データ作成装置６００から造形データを受信するときに使
用するデータ及び信号の送受を行うためのＩ／Ｆ５０６を備えている。なお、造形データ
作成装置６００は、最終形態の造形物を各造形層にスライスした造形データを作成する装
置であり、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置により実現可能である。
【０１３０】
　制御部５００は、各種センサの検知信号を取り込むためのＩ／Ｏ５０７を備えている。
　制御部５００は、液体吐出ユニット５０の各ヘッド５２を駆動制御するヘッド駆動制御
部５０８を備えている。
　制御部５００は、液体吐出ユニット５０のキャリッジ５１をＸ方向（主走査方向）に移
動させるＸ方向走査機構５５０を構成するモータを駆動するモータ駆動部５１０と、吐出
ユニット５をＹ方向（副走査方向）に移動させるＹ方向走査機構５５２を構成するモータ
を駆動するモータ駆動部５１２を備えている。
　制御部５００は、液体吐出ユニット５０のキャリッジ５１をＺ方向に移動（昇降）させ
るＺ方向昇降機構５５１を構成するモータを駆動するモータ駆動部５１１を備えている。
なお、矢印Ｚ方向への昇降は吐出ユニット５全体を昇降させる構成とすることもできる。
　制御部５００は、供給ステージ２３を昇降させるモータ２７を駆動するモータ駆動部５
１３と、造形ステージ２４を昇降させるモータ２８を駆動するモータ駆動部５１４を備え
ている。
　制御部５００は、平坦化ローラ１２を移動させる往復移動機構２５のモータ５５３を駆
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動するモータ駆動部５１５と、平坦化ローラ１２を回転駆動するモータ２６を駆動する５
１６を備えている。
　制御部５００は、供給槽２１に粒子２０を供給する粒子供給装置１０１を駆動する供給
系駆動部５１７と、液体吐出ユニット５０のメンテナンス機構６１を駆動するメンテナン
ス駆動部５１８を備えている。
制御部５００のＩ／Ｏ５０７には、装置の環境条件としての温度及び湿度を検出する温湿
度センサ５６０などの検知信号やその他のセンサ類の検知信号が入力される。
　制御部５００には、この装置に必要な情報の入力及び表示を行うための操作パネル５２
２が接続されている。
【０１３１】
　次に、立体造形物の製造（造形）の流れについて、図１４Ａから１４Ｆを参照して説明
する。図１４Ａから１４Ｆは、立体造形物の造形の流れの一例を示す模式図である。
　造形槽２２の造形ステージ２４上に、１層目の造形層３０が形成されている状態から説
明する。
　造形層３０上に次の造形層３０を形成するときには、図１４Ａに示すように、供給槽２
１の供給ステージ２３をＺ１方向に上昇させ、造形槽２２の造形ステージ２４をＺ２方向
に下降させる。
【０１３２】
　このとき、造形槽２２の上面（粒子層表面）と平坦化ローラ１２の下部（下方接線部）
との間隔がΔｔとなるように造形ステージ２４の下降距離を設定する。この間隔Δｔが次
に形成する粒子層３１の厚さに相当する。間隔Δｔは、数十～１００μｍ程度であること
が好ましい。
【０１３３】
　次いで、図１４Ｂに示すように、供給槽２１の上面レベルよりも上方に位置する粒子２
０を、平坦化ローラ１２を順方向（矢印方向）に回転しながらＹ２方向（造形槽２２側）
に移動することで、粒子２０を造形槽２２へと移送供給する（粒子供給）。
【０１３４】
　さらに、図１４Ｃに示すように、平坦化ローラ１２を造形槽２２の造形ステージ２４の
ステージ面と平行に移動させ、図１４Ｄに示すように、造形ステージ２４の造形層３０上
で所定の厚さΔｔになる粒子層３１を形成する（平坦化）。粒子層３１を形成後、平坦化
ローラ１２は、図１４Ｄに示すように、Ｙ１方向に移動されて初期位置に戻される。
【０１３５】
　ここで、平坦化ローラ１２は、造形槽２２及び供給槽２１の上面レベルとの距離を一定
に保って移動できるようになっている。一定に保って移動できることで、平坦化ローラ１
２で粒子２０を造形槽２２の上へと搬送させつつ、造形槽２２上又は既に形成された造形
層３０の上に均一厚さΔｔの粒子層３１を形成できる。
【０１３６】
　その後、図１４Ｅに示すように、液体吐出ユニット５０のヘッド５２から造形液１０の
液滴を、造形槽２２の所望の位置に吐出して、モデル領域及びサポート領域の少なくとも
いずれかを形成する。そして、図１４Ｆに示すように、光照射ユニット８０が、光８１を
照射しながら造形槽２２上を走査することにより、粒子層３１を加熱し粒子同士を融着さ
せ、モデル部（造形層３０）及びサポート部の少なくともいずれかを形成する。
【０１３７】
　次いで、上述した粒子の供給・平坦化よる粒子層３１を形成する工程、ヘッド５２によ
る造形液吐出工程、光照射ユニット８０による加熱工程を繰り返して新たな造形層３０を
形成する。このとき、新たな造形層３０とその下層の造形層３０とは一体化して三次元形
状造形物の一部となる。
　以後、粒子の供給・平坦化よる粒子層３１を形成する工程、ヘッド５２による造形液吐
出工程、光照射ユニット８０による加熱を必要な回数繰り返すことによって、三次元形状
造形物（立体造形物）を製造する。
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【０１３８】
　図１５は、サポート領域を形成する際の流れの一例を示す説明図である。
　まず、図１５の左部に示すように、平坦化ローラ１２を回転させながら矢印Ｙ２の向き
に移動させることで粒子２０を含む粒子層３１を形成する。次に、図１５の中央部に示す
ように、ヘッド５２により、サポート材（サポートインク）１０ｓを粒子層３１に吐出し
て、サポート領域２０１を形成する。そして、図１５の右部に示すように、形成されたサ
ポート領域におけるサポート材１０ｓは、予熱された粒子２０からの熱などにより固化し
、固化したサポート材２０２となる。固化したサポート材２０２により、粒子２０同士が
接着されサポート領域２００となる。
【０１３９】
　図１６は、モデル領域及びモデル部を形成する際の流れの一例を示す説明図である。
　まず、図１６の左部に示すように、図１５に示す動作により形成したサポート部２００
が存在する粒子層３１の上に、平坦化ローラ１２を回転させながら矢印Ｙ２の向きに移動
させることで、新たな粒子層３１を形成する。次に、図１６の中央部に示すように、ヘッ
ド５２により、モデル材（モデルインク）１０ｍを粒子層３１に吐出して、モデル領域１
０１を形成する。
　そして、図１６の右部に示すように、形成されたモデル領域１０１における粒子２０は
、光照射ユニット８０が照射する光８１により加熱され、モデル材１０ｍが光８１を吸収
して発熱することなどにより、粒子２０同士が融着してモデル部（造形層）３０となる。
このとき、モデル領域１０１の一部における粒子２０と、サポート領域２０１（サポート
部２００）の一部における粒子２０も、光照射ユニット８０が照射する光８１により加熱
されて融着する。
　図１６に示した工程を、所定の回数繰り返すことにより、モデル部３０を積層して立体
造形物を製造する。
【０１４０】
　図１７は、立体造形物からサポート部を除去する際の流れの一例を示す説明図である。
　まず、図１７の左部に示すように、エアブロワー等で生じさせた風９０を吹き付けるこ
とで、モデル部３０が積層された立体造形物の周辺に付着している粒子２０を除去する。
次に、図１７の右部に示すように、立体造形物とサポート部２００を、固化したサポート
材２０２を溶解可能な液体９１に浸漬させ、サポート部２００を立体造形物から除去して
、最終的な所望の形状を有する立体造形物を作製する。
【０１４１】
　図１８は、溶媒揮散方式を用いて形成したサポート部の一例を示す図である。
　図１８に示すように、溶媒揮散方式においては、サポート材１０ｓの溶媒を揮発させる
ことでサポート部２００を形成するため、吐出したサポート材１０ｓの体積よりも固化し
たサポート材２０２の体積の方が小さくなる。このため、溶媒揮散方式においては、図１
８に示すように、固化したサポート材２０２が、粒子２０の周りをコーティングしたよう
な状態になると考えられる。
　なお、上述したように、溶媒揮散方式においては、例えば、粒子２０の予熱や光照射ユ
ニット８０が付与する光８１などにより、吐出されたサポート材１０ｓが加熱されて溶媒
が揮発することにより固化し、サポート部２００が形成される。
【０１４２】
　図１９は、加熱硬化方式を用いて形成したサポート部の一例を示す図である。
　図１９に示すように、加熱硬化方式においては、サポート材１０ｓの反応性化合物に重
合反応を生じさせることでサポート部２００を形成するため、溶媒揮散方式を用いる場合
よりも、固化したサポート材２０２の体積の減少量が小さくなる。このため、加熱硬化方
式においては、図１８に示すように、固化したサポート材２０２が、粒子２０の間を満た
すような状態になると考えられる。
　なお、上述したように、加熱硬化方式においては、例えば、粒子２０の予熱や光照射ユ
ニット８０が付与する光８１などにより、吐出されたサポート材１０ｓが加熱されること
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で、硬化剤を活性化させ、反応性化合物に重合反応を生じさせることにより、サポート部
２００が形成される。
【０１４３】
　図２０は、複数の光照射手段を用いて粒子を融着させる場合の流れの一例を示す説明図
である。
　まず、図２０の左から１つ目の部分に示すように、図１６の左部と同様に、サポート部
２００が存在する粒子層３１の上に、平坦化ローラ１２を回転させながら矢印Ｙ２の向き
に移動させることで、新たな粒子層３１を形成する。次に、図２０の左から２つ目の部分
に示すように、図１６の中央部と同様に、ヘッド５２により、モデル材（モデルインク）
１０ｍを粒子層３１に吐出して、モデル領域１０１を形成する。
　そして、図２０の左から３つ目の部分に示すように、形成されたモデル領域１０１にお
ける粒子２０は、第１の光照射ユニット８０ａが照射する光８１ａにより加熱され、モデ
ル材１０ｍが光８１を吸収して発熱することなどにより、粒子２０同士が融着してモデル
部（造形層）３０となる。続いて、図２０の左から４つ目の部分に示すように、モデル領
域１０１の一部における粒子２０と、サポート領域２０１（サポート部２００）の一部に
おける粒子２０を、第２の光照射ユニット８０ｂが照射する光８１ｂにより加熱して融着
する。
【０１４４】
　このとき、第１の光照射ユニット８０ａが照射する光８１ａと第２の光照射ユニット８
０ｂが照射する光８１ｂとにおいては、図２１に示すように、第２の光照射ユニット８０
ｂが照射する光８１ｂの方が短波長側にピークを有する。こうすることにより、図２０に
示すように、モデル領域１０１の下側にサポート領域２０１を形成する場合であっても、
透過性の高い短波長の光によって、モデル領域１０１とサポート領域２０１（又はサポー
ト部２００）の境界に位置する粒子を、より確実に加熱して融着することができる。
【０１４５】
　ここからは、本実施形態におけるサポート部の除去性について、詳細に説明する。まず
、本実施形態の効果を明確に説明するため、従来技術の問題点について説明する。
　図２３Ａから図２３Ｈは、従来技術において、立体造形物からサポート部を液体に浸漬
させて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
【０１４６】
　図２３Ａから２３Ｈにおいて、サポート部２００を形成する粒子２０ｓに付された数字
は、当該粒子２０ｓにおける周囲の粒子との接着力の強さを図示したものである。また、
図２３Ａから２３Ｈにおいて、破線Ｗは、サポート部を溶解可能な液体との接触面を図示
したものである。
　図２３Ａから図２３Ｈに示す例においては、破線Ｗと一面で接している粒子２０ｓが、
１０分ごとに一段階の割合で接着力が下がる場合を示し、接着力が「０」になった粒子２
０ｓは、サポート部２００から離脱し、除去されるものとする。また、例えば、図２３Ａ
の左下の隅に位置する粒子２０は、破線Ｗと二面で接しているため、１０分で二段階、接
着力が下がるものとする。図２３Ａから　２３Ｈに示す例においては、サポート部２００
を形成する粒子２０ｓの接着力は、全て「４」であるとする。
【０１４７】
　まず、図２３Ａは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポ
ート部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させた直後の様子の一例を示
している。
　次に、図２３Ｂは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポ
ート部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから１０分後の様子の
一例を示している。図２３Ｂに示すように、破線Ｗと一面で接している粒子２０ｓは、接
着力が「１」低下して「３」となっており、破線Ｗと二面で接している粒子２０ｓは、接
着力が「２」低下して「２」となっている。
【０１４８】



(27) JP 2020-151993 A 2020.9.24

10

20

30

40

50

　続いて、図２３Ｃは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサ
ポート部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから２０分後の様子
の一例を示している。図２３Ｃに示すように、サポート部２００の端部（左右の端）に位
置していた粒子２０ｓは、接着力が「０」となり、サポート部２００から離脱して除去さ
れる。このとき、サポート部２００の形状が変化し、破線Ｗと二面で接している粒子２０
ｓが４つとなる。
　図２３Ｄは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート部
２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから３０分後の様子の一例を
示している。さらに４つの粒子２０ｓの接着力が「０」となり、サポート部２００から離
脱して除去される。
【０１４９】
　図２３Ｅは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート部
２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから４０分後の様子の一例を
示している。さらに４つの粒子２０ｓの接着力が「０」となり、サポート部２００から離
脱して除去され、サポート部２００の下側の一層分の除去が完了する。
　図２３Ｆは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート部
２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから５０分後の様子の一例を
示している。さらに２つの粒子２０ｓの接着力が「０」となり、サポート部２００から離
脱して除去される。
【０１５０】
　図２３Ｇは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート部
２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから６５分後の様子の一例を
示している。さらに２つの粒子２０ｓの接着力が「０」となり、サポート部２００から離
脱して除去される。ここで、サポート部２００を形成している粒子２０ｓの接着力は、と
もに「１．５」となる。
【０１５１】
　図２３Ｈは、従来技術において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート部
２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから７２．５分後の様子の一
例を示している。さらに２つの粒子２０ｓの接着力が「０」となり、サポート部２００の
除去が完了する。
　このように、従来技術におけるサポート部は、一様の強度を有するため、サポート部を
溶解可能な液体に浸漬させて除去する場合には、サポート部の端部から徐々に除去されて
くため、除去性が悪い（除去に時間がかかる）場合があった。
【０１５２】
　また、図２４は、従来技術における、モデル部及びサポート部の冷却時の様子の一例を
示す図である。図２５は、従来技術における、モデル部及びサポート部の冷却時の様子の
他の一例を示す図である。
　図２４に示すように、モデル部（造形層）３０の積層が完了した後に、モデル部３０を
冷却する際には、図２４中の色付き矢印で示す方向に、モデル部３０内の温度ムラなどに
起因して残留応力が生じる。この場合、サポート部２００が接着力の高い粒子２０ｓａで
形成されているときは、サポート部２００の強度が高いため、残留応力によるモデル部３
０の変形（例えば、反り）を抑制することができる。
　一方、図２５に示すように、サポート部２００が接着力の低い粒子２０ｓｂで形成され
ているときは、サポート部２００の強度が低いため、サポート部２００が形状を保つこと
ができず、残留応力によるモデル部３０の変形が生じてしまうという問題がある。この問
題は、造形時などに造形面最上部が冷めやすく、モデル部に温度ムラが生じやすいＨＳＳ
方式の立体造形物の製造装置などにおいて特に顕著となる。
【０１５３】
　ここで、図２６Ａから２６Ｅは、本発明の一実施形態において、立体造形物からサポー
ト部を液体に浸漬させて除去する際の様子の一例を示す説明図である。
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　図２６Ａは、本実施形態において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート
部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させた直後の様子の一例を示して
いる。図２６Ａに示すように、本実施形態においては、サポート部２００がモデル部３０
の底面に接触するように設けられている。さらに、モデル部３０における外縁近傍領域と
接するように接着力が高い（接着力「４」）粒子２０ｓａが位置し、当該外縁近傍領域の
内側領域と接するように接着力が弱い（接着力「３」）粒子２０ｓｂが位置する。本実施
形態においては、例えば、粒子２０ｓａで形成される箇所が「一の箇所」に該当し、粒子
２０ｓｂで形成される箇所が「他の箇所」に該当すると扱ってもよい。
【０１５４】
　次に、図２６Ｂは、本実施形態において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサ
ポート部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから２０分後の様子
の一例を示している。図２６Ｂに示すように、サポート部２００の端部（左右の端）に位
置していた粒子２０ｓａは、接着力が「０」となり、サポート部２００から離脱して除去
される。
　図２６Ｃは、本実施形態において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート
部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから３０分後の様子の一例
を示している。図２６Ｃに示すように、ここで４つの粒子２０ｓａ及び４つの粒子２０ｓ
ｂ、即ち、合計８つもの粒子２０の接着力が「０」となり、サポート部２００から離脱し
て、サポート部２００の下側の一層分の除去が完了する。
【０１５５】
　図２６Ｄは、本実施形態において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート
部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから５０分後の様子の一例
を示している。図２６Ｄに示すように、さらに２つの粒子２０ｓａの接着力が「０」とな
り、サポート部２００から離脱して除去させる。
　図２６Ｅは、本実施形態において、モデル部３０及びモデル部３０を支持するサポート
部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させてから６０分後の様子の一例
を示している。図２６Ｅに示すように、ここで２つの粒子２０ｓａ及び２つの粒子２０ｓ
ｂ、即ち、合計４つの粒子２０の接着力が「０」となり、サポート部２００から離脱して
、サポート部２００の除去が完了する。
【０１５６】
　図２３Ａから２３Ｈに示した従来技術においては、サポート部が除去されるまでに、７
２．５分かかる計算となるのに対し、図２６Ａから２６Ｅに示した本実施形態においては
、６０分でサポート部が除去できる計算であり、サポート部の除去に必要とされる時間を
１２．５分（１７％）短縮することができる。このように、本実施形態においては、サポ
ート部の除去性を向上させることができる。
　また、接着力が弱い粒子２０ｓｂで形成される箇所を、サポート材の吐出量を減らすこ
とにより形成する場合は、サポート材の使用量を抑制することができる。
【０１５７】
　加えて、図２６Ａから２６Ｅに示した本実施形態では、サポート部２００においては、
モデル部３０における外縁近傍領域と接するように接着力が高い（接着力「４」）粒子２
０ｓａが位置し、当該外縁近傍領域の内側領域と接するように接着力が弱い（接着力「３
」）粒子２０ｓｂが位置する。
　こうすることにより、反りが発生しやすいモデル部３０の外縁近傍領域の略全体にサポ
ート部２００における強度の高い領域が位置することになるため、立体造形物の反りなど
の変形を特に抑制することができる。さらに、モデル部３０の外縁近傍領域に接するサポ
ート部２００を形成する粒子２０ｓａは、液体と接触する面積が大きく、強度が高くても
除去性が損なわれない。また、液体と接触する面積が小さくなりやすい、モデル部３０に
おける外縁近傍領域の内側領域と接するサポート部２００を形成する粒子２０ｓｂは、強
度が抑えられているため除去性が高くなっており、サポート部全体における除去性をより
高くすることができる。
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【０１５８】
　図２７は、本実施形態における、モデル部及びサポート部の冷却時の様子の一例を示す
図である。図２４の場合と同様に、モデル部３０を冷却する際に、図２７中の左部におけ
る色付き矢印で示す方向に、残留応力が生じる。このとき、図２７に示すように、サポー
ト部２００に対しては、図２７の右部の色付き矢印で示す方向に力がかかるが、接着力が
弱い粒子２０ｓｂで形成される部分には、モデル部からの圧縮応力（積層方向下向きの力
）が加わることになる。そのため、サポート部２００における接着力が弱い粒子２０ｓｂ
で形成される部分の支持力は、接着力が強い粒子２０ｓａよりも低くても問題なく、残留
応力によるモデル部３０の変形（例えば、反り）を抑制することができる。
【０１５９】
　また、サポート部２００の強度の分布としては、例えば、モデル部３０及びモデル部３
０を支持するサポート部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させた直後
において、液体との接触面積が小さい部分に、接着力が弱い粒子２０ｓｂが位置するよう
にすることも好ましい。こうすることにより、サポート部の除去性をより向上させること
ができる。
　さらに、サポート部２００の強度の分布を、例えば、モデル部３０及びモデル部３０を
支持するサポート部２００を、サポート部２００を溶解可能な液体に浸漬させて、所定時
間が経過した後における液体との接触面積を考慮して制御することも好ましい。こうする
ことにより、サポート部の除去性を特に向上させることができる。
【０１６０】
　図２８は、他の実施形態における、モデル部及びサポート部の強度の分布の一例を示す
説明図である。図２８に示すように、本発明においては、サポート部２００を、強度の異
なる部分である、粒子２０ｓａ、粒子２０ｓｂ、粒子２０ｓｃ、粒子２０ｓｄで形成する
などして、サポート部における強度を２段階以上の段階で非連続的に変化させることもで
きる。こうすることにより、サポート部におけるサポート材の分布をより精密に制御可能
となり、サポート部の強度と除去性をより高めることができる。
【０１６１】
　以上、説明したように、本発明の立体造形物の製造装置は、粒子を含む粒子層を形成す
る層形成手段と、粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部
を形成するモデル部形成手段と、粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を
固化させてサポート部を形成するサポート部形成手段とを有する。さらに、本発明の立体
造形物の製造装置においては、サポート部形成手段が、モデル部に接触するサポート部の
表面における一の箇所と他の箇所とにおける強度が異なるようにサポート部を形成する。
　これにより、本発明の立体造形物の製造装置は、立体造形物の一部であるモデル部を支
持するサポート部の除去性を向上できる。
【０１６２】
　本発明の態様としては、例えば、以下のとおりである。
　＜１＞　粒子を含む粒子層を形成する層形成手段と、
　前記粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成する
モデル部形成手段と、
　前記粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポート部を形
成するサポート部形成手段と、
　を有し、
　前記サポート部形成手段が、前記モデル部に接触する前記サポート部の表面における一
の箇所と他の箇所とにおける強度が異なるように前記サポート部を形成する、
　ことを特徴とする立体造形物の製造装置である。
　＜２＞　前記サポート部における固化した前記サポート材が、前記モデル部を溶解しな
い液体に可溶である、前記＜１＞に記載の立体造形物の製造装置である。
　＜３＞　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部に接触する前記サポート部の表面における、
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　前記一の箇所が、前記モデル部における外縁近傍領域の少なくとも一部と接し、
　前記他の箇所が、前記モデル部における前記外縁近傍領域を除く領域と接するように前
記サポート部を形成する、前記＜１＞から＜２＞に記載の立体造形物の製造装置である。
　＜４＞　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部に接触する前記サポート部の表面における、
　前記一の箇所が、前記モデル部における外縁近傍領域と接し、
　前記他の箇所が、前記モデル部における前記外縁近傍領域の内側領域と接するように前
記サポート部を形成する、前記＜１＞から＜３＞のいずれかに記載の立体造形物の製造装
置である。
　＜５＞　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部の底面に接触する前記サポート部の表面における、
　前記一の箇所が、前記モデル部における外縁近傍領域と接し、
　前記他の箇所が、前記モデル部における前記外縁近傍領域の内側領域に接するように前
記サポート部を形成する、前記＜１＞から＜４＞のいずれかに記載の立体造形物の製造装
置である。
　＜６＞　前記サポート部形成手段が、
　前記一の箇所が、前記他の箇所よりも前記強度が高くなるように前記サポート部を形成
する、前記＜１＞から＜５＞のいずれかに記載の立体造形物の製造装置である。
　＜７＞　前記サポート部形成手段が、
　前記一の箇所が、前記他の箇所よりも前記サポート材を多く含むように前記サポート部
を形成する、前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の立体造形物の製造装置である。
　＜８＞　前記サポート部形成手段が、
　前記他の箇所における同一の部分に、前記サポート材を複数回に分けて付与して前記サ
ポート部を形成する、前記＜７＞に記載の立体造形物の製造装置である。
　＜９＞　前記サポート部形成手段が、
　前記一の箇所の形成と前記他の箇所の形成とを、固化後における前記粒子に対する接着
力の異なる前記サポート材を付与して行う、前記＜１＞から＜８＞のいずれかに記載の立
体造形物の製造装置である。
　＜１０＞　前記サポート部形成手段が、
　前記モデル部に接触しない前記サポート部の露出表面における第一の箇所と第二の箇所
とにおける強度が異なるように前記サポート部を形成する、前記＜１＞から＜９＞のいず
れかに記載の立体造形物の製造装置である。
　＜１１＞　前記モデル部形成手段及び前記サポート部形成手段が、
　前記モデル材及び前記サポート材を吐出する吐出手段と、
　前記モデル領域が形成された前記粒子層を、エネルギーを付与して加熱することにより
、前記モデル領域における前記粒子どうしを融着させる加熱手段と、
　を有する前記＜１＞から＜１０＞のいずれかに記載の立体造形物の製造装置である。
　＜１２＞　前記加熱手段が、
　前記モデル領域における前記粒子と前記サポート領域における前記粒子とを融着させる
、前記＜１１＞に記載の立体造形物の製造装置である。
　＜１３＞　粒子を含む粒子層を形成する層形成工程と、
　前記粒子層にモデル材を付与して形成したモデル領域を固化させてモデル部を形成する
モデル部形成工程と、
　前記粒子層にサポート材を付与して形成したサポート領域を固化させてサポート部を形
成するサポート部形成工程と、
　を含み、
　前記サポート部形成工程において、前記モデル部に接触する前記サポート部の表面にお
ける一の箇所と他の箇所とにおける強度が異なるように前記サポート部を形成する、
　ことを特徴とする立体造形物の製造方法である。
【０１６３】
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　前記＜１＞から＜１２＞のいずれかに記載の立体造形物の製造装置及び前記＜１３＞に
記載の立体造形物の製造方法によれば、従来における諸問題を解決し、本発明の目的を達
成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１６４】
【特許文献１】特開２０１５－１３６９１５号公報
【符号の説明】
【０１６５】
　　１０ｍ　　モデル材
　　１０ｓ　　サポート材
　　１２　　　平坦化ローラ（層形成手段の一部）
　　２０　　　粒子
　　３０　　　モデル部（造形層）
　　３１　　　粒子層
　　５２　　　ヘッド（モデル部形成手段及びサポート部形成手段の一例としての吐出手
段の具体例）
　　８０　　　光照射ユニット（モデル部形成手段及びサポート部形成手段の一例として
の加熱手段の具体例）
　　１０１　　モデル領域
　　２００　　サポート部
　　２０１　　サポート領域（非モデル領域）
　　６０１　　立体造形物の製造装置
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